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学習会colabo の取り組みと 

私たちにできること 

 

お話 弁護士 神原元
かんばら はじめ

さん(武蔵小杉合同法律事務所)  資料代 500 円 

 

川崎市宮前区選出の市議会議員である A 氏によって、

社団法人 Colabo (コラボ)が公金を不正受給したというデ

マがインターネットで拡散されました。 

虐待や性被害に苦しむ若年女性を保護・支援する

Colabo がこのことに対し、名誉を傷つけられたと３３０ 

  仁藤夢乃さん(左)と神原元さん(右)     万円の損害賠償などを求めた訴訟で、2025 年 11 月 13

日 、東京地裁は A 氏の発

言の違法性を認め、賠償命

令を下す判決を出しまし

た。 

けれど、このことは大き

く報道されたわけではない

ですので、宮前区民の代表

である市議が何をしたの

か、知らない宮前区民がほ

とんどではないでしょう

か？ 

困難を抱える女性たち

と、彼女たちを支援するコ

ラボの現状、そして私たちにできることは何なのか、コラボや仁藤さんの代理人である弁護士、神

原元(かんばら はじめ)さんのお話を聞いて学び、考えたいと思います。皆さんご参加ください。 
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仁藤夢乃さんと Colabo(コラボ)について 

仁藤夢乃(にとう ゆめの)さんは一般社団 

法人 Colabo(コラボ)の代表理事を務める 

社会活動家です。若年女性の支援活動に取 

り組み、特に困難を抱える 10 代・若年層の女性を対象にしてい

ます。Colabo は、性被害や貧困に直面する若年女性を支援する

ため、食事や衣食住の提供、カウンセリング、相談支援などの活

動を行っています。仁藤さんは自身の過去の経験をもとに、社会

の「見えづらい声」に目を向け、政策提言や国会での証言も行っ

ています。 


